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○農林水産省における研究開発評価に関する指針
（平成18年3月31日農林水産技術会議決定）

（関係部分抜粋）

第５ 委託プロジェクト研究の研究課題評価
４ 評価の方法

① 事務局は、必要性、効率性、有効性等の観点を踏まえて評価項目及び評価基準を定
める。

② 事務局は、評価対象となる委託プロジェクト研究の概要資料を作成するとともに、
①の評価項目及び評価基準に従い自己評価を実施する。

③ 評価専門委員会は、①の自己評価について、その妥当性を検討し、必要に応じ修正
を行った上で評価結果を決定し、技術会議に報告する。

④ 技術会議は評価専門委員会の決定をもって技術会議の評価結果の決定とするととも
に、評価結果を踏まえて、課題・研究計画の見直し、予算の配分等、所要の措置を行
う。

第８ 留意事項
１ 政策評価の場合の手続き

政策評価法に基づき農林水産大臣が定める農林水産政策評価基本計画及び農林水産省
政策評価実施計画において政策評価を実施することとされた研究開発については、本指

、 。針の他 農林水産政策評価基本計画に定める評価結果の決定手続きを経た上で公表する


